
　
総
務
文
教
委
員
会

	

主
な
審
査
内
容

Ａ　
月
給
は
職
種
に
よ
っ
て
１
万
円
か
ら

１
万
５
０
０
０
円
程
度
減
額
と
な
る
場
合

が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
期
末
手

当
を
加
算
す
る
と
年
収
で
は
20
万
円
程
度

の
増
額
と
な
る
。

Ｑ　
増
額
す
る
支
出
金
額
と
財
政
措
置
に

つ
い
て
問
う
。

Ａ　
期
末
手
当
や
通
勤
手
当
等
を
含
め
て

約
７
０
０
０
万
円
の
増
額
を
見
込
ん
で
い

る
。
国
へ
は
要
望
を
出
し
て
い
る
が
、
国

や
県
か
ら
の
財
政
措
置
が
あ
る
と
の
情
報

は
な
く
、
全
額
大
竹
市
の
負
担
と
見
込
ん

で
い
る
。

Ｑ　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
採
用
方
法
に

つ
い
て
問
う
。

Ａ　
基
本
的
に
今
ま
で
と
同
様
の
選
考
採

用
で
、
面
接
を
行
い
採
用
す
る
。
他
の
市

町
で
は
筆
記
試
験
を
行
う
と
こ
ろ
も
あ
り
、

採
用
方
法
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
く
。

●�

「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
」・「
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の

も
の
の
給
与
に
関
す
る
条
例
」・「
議

員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
」
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

Ｑ　
特
別
職
の
職
員
及
び
議
員
に
支
給
す

る
期
末
手
当
へ
の
影
響
額
に
つ
い
て
問
う
。

●�
大
竹
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

及
び
、
制
度
の
導
入
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
理
に
つ
い
て

　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
は
、
地
方

公
務
員
法
や
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ

り
、
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
制
度

で
す
。

　
制
度
移
行
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
各
自

治
体
で
異
な
っ
て
い
た
臨
時
職
員
等
の
任

用
方
法
が
統一さ
れ
、
大
竹
市
で
現
在
任

用
さ
れ
て
い
る
臨
時
的
任
用
職
員
や
嘱

託
職
員
に
つ
い
て
も
、
４
月
１
日
か
ら
は

会
計
年
度
任
用
職
員
と
な
り
ま
す
。

　
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
就
業
時
間

に
よ
っ
て
フ
ル
タ
イ
ム
職
員
と
パ
ー
ト

タ
イ
ム
職
員
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

　
勤
務
条
件
は
、
新
た
に
期
末
手
当
が

支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
休
暇
に
つ
い
て
も

常
勤
職
員
と
の
均
衡
を
踏
ま
え
て
育
児

休
業
等
が
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

Ｑ　
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に

よ
り
年
収
と
し
て
は
増
え
る
が
月
々
の
収

入
が
減
る
と
聞
く
。
大
竹
市
の
考
え
を
問

う
。

Ａ　
特
別
職
の
職
員
分
が
約
13
万
円
、
議

員
分
が
約
33
万
円
、
総
額
約
46
万
円
の
増

額
と
な
る
。

【
反
対
討
論
】　

○
「
議
員
の
期
末
手
当
の
増
額
は
人
事
院

勧
告
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
本
来
公
務
員

を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
議
員
に
適

用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
反
対
」

【
賛
成
討
論
】
　

○
「
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
大
竹
市
の
一

般
職
の
職
員
の
期
末
手
当
・
勤
勉
手
当
の

改
正
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、
議
員
に
も
同

様
に
増
額
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
た
め

賛
成
」

●�

令
和
元
年
度
大
竹
市
一
般
会
計
補
正

予
算
に
つ
い
て

Ｑ　
幼
児
教
育
推
進
事
業
で
４
２
４
万
円

の
計
上
が
あ
り
、
提
案
理
由
の
中
で
保
育

料
の
増
額
が
原
因
と
あ
っ
た
が
、
増
額
の

時
期
と
金
額
を
問
う
。
ま
た
、
預
か
り
保

育
の
現
状
に
つ
い
て
問
う
。

　
Ａ　
利
用
者
が
一
番
多
い
幼
稚
園
で
10
月

１
日
か
ら
教
育
部
分
の
保
育
料
に
つ
い
て
、

月
額
２
万
１
５
５
０
円
を
２
万
５
７
０
０

円
に
増
額
し
た
こ
と
に
よ
る
。
増
額
の
総

額
は
２
７
０
万
円
で
あ
る
。

　
又
、
預
か
り
保
育
部
分
の
保
育
料
も
、

今
回
の
新
し
い
制
度
に
よ
り
、
就
労
な
ど

で
保
育
の
必
要
性
が
あ
る
方
の
保
育
料
は

無
償
化
さ
れ
る
。
40
人
分
を
当
初
計
上
し

て
い
た
が
、
10
月
１
日
時
点
で
50
人
が
認

定
さ
れ
て
お
り
、
今
後
増
加
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
た
め
、
60
人
分
で
見
込
み
直

し
１
５
４
万
円
を
補
正
予
算
計
上
す
る
も

の
で
あ
る
。

●
そ
の
他
の
議
案　
２
件

※
採
決
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
が

�

原
案
の
と
お
り
可
決

【
反
対
討
論
】
　

○
「
議
員
の
期
末
手
当
の
増
額
は
人
事
院

勧
告
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
本
来
公
務
員

を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
議
員
に
適

用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
た
め
反
対
」

【
賛
成
討
論
】　

○
「
大
竹
市
議
会
の
魅
力
を
高
め
、
若
い

世
代
や
優
秀
な
人
材
を
集
め
る
一
つ
の

手
段
と
し
て
、
報
酬
増
も
必
要
と
考
え
賛

成
」

　
本
会
議
で
の
採
決
の
結
果

�

　
　
原
案
の
と
お
り
可
決

本会議へ
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生
活
環
境
委
員
会

	

主
な
審
査
内
容

請
求
に
は
、
訴
訟
費
用
の
確
定
の
裁
判
な

ど
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
ら
に
は
多
く
の

手
間
と
労
力
を
要
す
る
た
め
、
訴
訟
費
用

は
当
事
者
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
。

●
大
竹
市
さ
か
え
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

Ｑ　
前
回
の
当
該
施
設
の
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
の
議
案
は
、
平
成
29
年
３

月
定
例
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回

は
12
月
定
例
会
で
の
提
出
で
あ
る
。

　
指
定
期
間
の
始
期
は
、
い
ず
れ
も
翌
年

度
の
４
月
１
日
か
ら
で
も
あ
り
、
議
案
が

提
出
さ
れ
る
時
期
が
異
な
る
理
由
に
つ
い

て
問
う
。

Ａ　
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
の
議

案
は
、
指
定
管
理
候
補
者
か
ら
の
申
請
書

類
等
が
全
て
そ
ろ
っ
た
後
に
、
提
出
が
で

き
る
た
め
、
状
況
に
よ
っ
て
は
議
案
の
提

出
時
期
が
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。

　
円
滑
な
施
設
管
理
を
図
る
た
め
、
な
る

べ
く
12
月
定
例
会
に
議
案
を
提
出
で
き
る

よ
う
努
め
て
い
る
が
、
前
回
は
、
事
業
内

容
等
が
定
ま
る
ま
で
時
間
を
要
し
た
た
め
、

間
に
合
わ
ず
、
３
月
定
例
会
で
の
提
出
と

な
っ
た
。

●�
大
竹
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一

部
改
正
に
つ
い
て

Ｑ　
今
回
の
条
例
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

道
路
占
用
料
の
収
入
に
ど
の
程
度
の
影
響

が
あ
る
か
問
う
。

Ａ　
占
用
物
件
の
種
類
に
よ
っ
て
、
増
減

す
る
も
の
が
あ
る
。

　
例
え
ば
第
１
種
電
柱
は
、
年
４
３
０
円

が
年
４
４
０
円
に
増
額
す
る
が
、
広
告
塔

は
、
年
１
９
０
０
円
か
ら
年
１
７
０
０
円

に
減
額
す
る
。

　
来
年
度
の
予
算
に
お
け
る
占
用
料
の
全

体
の
収
入
と
し
て
は
微
減
の
見
込
み
で
あ

る
。●

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て

Ｑ　
本
件
に
係
る
訴
訟
費
用
は
、
訴
え
の

相
手
方
に
請
求
で
き
る
の
か
問
う
。

Ａ　
日
当
や
書
類
作
成
費
用
、
申
し
立
て

費
用
な
ど
、
一
部
の
費
用
に
つ
い
て
は
、

相
手
方
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

●
大
竹
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

い
て

Ｑ　
従
来
は
成
年
被
後
見
人
で
あ
れ
ば
印

鑑
登
録
の
申
請
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
今

回
の
条
例
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
意
思
能

力
を
有
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
、
印

鑑
登
録
が
受
け
ら
れ
、
印
鑑
登
録
証
明
書

が
交
付
可
能
と
な
る
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
土
地
や
建
物
の
所
有
権

移
転
な
ど
、
重
要
な
申
請
や
契
約
等
も
で

き
る
よ
う
に
な
る
。　

　
大
竹
市
と
し
て
は
、
申
請
さ
れ
た
成
年

被
後
見
人
の
方
に
問
題
や
被
害
が
発
生
し

な
い
よ
う
、
窓
口
で
慎
重
な
判
断
・
対
応

が
必
要
に
な
る
と
思
う
が
、
考
え
を
問
う
。

Ａ　
今
回
の
条
例
の
一
部
改
正
の
趣
旨
は
、

成
年
被
後
見
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け

で
一
律
に
判
断
を
せ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て

は
印
鑑
登
録
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
窓
口
に
お
け
る
実
際
の
対
応
と
し
て
は
、

本
人
と
後
見
人
の
方
に
同
席
し
て
も
ら
っ

た
う
え
で
説
明
を
行
い
、
本
人
の
状
況
を

確
認
し
、
意
思
能
力
が
有
る
と
判
断
で
き

れ
ば
、
受
け
付
け
を
す
る
。

　
そ
の
際
は
、
職
員
に
お
い
て
慎
重
か
つ

適
切
に
確
認
し
、
手
続
き
を
行
う
よ
う
留

意
し
た
い
。

●
そ
の
他
の
議
案　
３
件

※
採
決
の
結
果
、
す
べ
て
の
議
案
が

�

原
案
の
と
お
り
可
決

　
本
会
議
で
の
採
決
の
結
果

�

　
　
原
案
の
と
お
り
可
決

本会議へ

さかえ子育て支援センター

第４回定例会は、令和元年12月３日～12月17日の15日間行われました。
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